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国指定藤前干潟鳥獣保護区域内における不法投棄ごみ等の撤去について 

  
 
 名古屋市では、環境省中部地方環境事務所、（一社）愛知県産業資源循環協会、愛知県と

連携し、国指定藤前干潟鳥獣保護区内でのごみの不法投棄対策に取り組んでいます。 
 今般、関係機関との連携の下、同区内の一部において集積した不法投棄ごみ等の撤去活動

を 11 月 4 日（火）（予備日 11 月 6 日（木））に実施しますのでお知らせいたします。 
 発表資料につきましては、環境省中部地方環境事務所の資料を参考として、添付しており

ます。 

 なお、現地での取材を希望される場合は、令和 7年 10 月 31 日（金）午後 1時までに、下

記 E-mail にてご連絡ください。 

 

 

【事前登録連絡先】 
環境省中部地方環境事務所 資源循環課 
担当：山際、安藤 
E-mail：REO-CHUBU@env.go.jp 

ＴＥＬ：052－955－2132 













 

 

追加資料 

 

藤前干潟不法投棄ごみ等の撤去作業場所 

 

 

    
① 戸田茶屋排水機場付近         ②パナシアロジ株式会社付近 

（本年度作業なし） 

 

 

・今回の作業場所は②の１箇所となります。 

 

① 戸田茶屋排水機場付近  ※本年度は、堤防強化工事のため作業なし 

② パナシアロジ株式会社付近 100 名程度 とします。 

 

 

① 戸田茶屋排水機場 

 ※本年度は堤防強化工事のため作業なし 

②パナシアロジ株式会社付近 

駐車場（開会式） 


